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平 成 2 1 年 8 月 6 日  

第19回社会保障審議会提出資料  

社会保険庁改革に伴う公的年金に係る   

国と日本年金機構の役割分担等   



社会保険庁改革に伴う公的年金に係る国と日本年金機構の役割分担について  

国民の信頼に応えることができる公的年金の運営体制とするため、平成22年1月1日より、  
社会保険庁を廃止し、厚生労働大臣が公的年金に係る財政責任・管理運営責任を担うこととする一方、   
新たに日本年金機構を設置し、厚生労働大臣の直接的な監督の下で、一連の運営業務を担わせることとする0  
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・年金特別会計の管理  徴収∫把録管理・相談・給付等）  

・個別の保険料、年金給付卓等の決定  

1   など  ・システムの保有・統括管理  



日本年金機構の中期目標、中期計画、年度計画について  

日本年金機構  厚生労働省   

1   

中期目標  

厚生労働大臣  

年度計画  

（初年度）  

認可申請   

認 可  

中期計画、年度計画は厚生労働大臣の認  

可を受けなければならない。  

（D中期目標の期間（3～5年）  

②提供するサービスその他の業務の質の向上に関す  

る事項  

③業務運営の効率化に関する事項  

④業務運営における公正性及び透明性の確保その他  

業務運営に関する重要事項  

年度計画  

（最終年度）  

中期実績報告書  

評価、結果通知、公表（各年度における実績評価も実施）  
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日本年金機構評価部会（仮称）  

の設置について（案）   



日本年金機構評価部会（仮称）の設置について  

（案）  

1．部会の設置の趣旨及び辛議事項   

日本年金機構法（平成19年法律第109号）に基づき、平成   

22年1月、社会保険庁は廃止され、政府管享年金事業の一連の   

運営業務を担う新たな非公務員型の組織として、日本年金機構が   

設立される。  

日本年金機構法においては、厚生労働大臣は、機構の中期目標   

を策定する場合や業務実績の評価を行う場合などには、社会保障   

審議会に諮問しなければならないこととされている。  

このため、社会保障審議会に、こうした機構の業務運営のあり   

方についてご審議いただく専門の部会を設置する。  

2．当面のスケジュール  

本年秋頃に発足予定。  

日本年金機構法に基づく機構の業務運営のあり方（中期目標、   

実績評価等）について、必要な事項を順次議論。   

「
 
 
 



社会保障t欄会への語間関係参照条文  

○ 日本年金機構法（平成19年法律第109号）（抄）  

（社会保障審議会への諮問）   

第五十二条 厚生労働大臣は、瑚こ諮問しなければ  

ならない。  

一 第三十三条第一項の規定により中期目標を定め、又は変更しようとするとき。  

二 第三十六条第一項又は第三十七条第二項の規定による評価を行おうとするとき。  

三 第四十九条第一項の規定による命令をしようとするとき。  

（中期目標）   

第三十三条 厚生労働大臣は、三年以上五年以下の期間において機構が達成すべき業務  

運営に関する目標（以下「中期目標」という。）を定め、これを機構lこ指示するととも  

に、公表しなければならない。これを変更したときも、同様とする。   

2 中期目標においては、次に掲げる事項を定めるものとする。  

一 中期目標の期間（前項の期間の範囲内で厚生労働大臣が定める期間をいう。第三  

十七条第一項において同じ。）  

二 提供するサービスその他の業務の質の向上に関する事項  

三 業務運営の効率化に関する事項  

四 業務運営における公正性及び透明性の確保その他業務運営に関する重要事項  

（各事業年度に係る業務の実績に関する評価）   

第三十六条 厚生労働大臣は、機構の事業年度ごとの業務の実績について、評価を行わ  

なければならない。   

2 （略）  

（中期目標に係る業務の実績に関する評価）   

第三十七条 （略）   

2 厚生労働大臣は、機構の中期目標の達成状況について、評価を行わなければならな  

い。   

3 （略）  

（業務改善命令）   

第四十九条 厚生労働大臣は、第三十六条第一項又は第三十七条第二項の規定による評  

価の結果必要があると認めるとき、その他機構の業務の適正な運営を確保するため必  

要があると認めるときは、機構に対し、その業務の運営の改善に関し必要な措置をと  

るべきことを命ずることができる。   

2 （略）  

（社会保障審議会への諮問等）   

附則第六条 厚生労働大臣は、最初の中期目標の策定に必要な準備として、施行日前に  

おいても社会保障審議会に諮問すること及び財務大臣との協議を行うことができる。   
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社会保険庁改革等の経緯  

不祥事案等の経緯   改革の経緯   

平成16年7月  

覧が判明（主としてH16．5月以前の事案）  ○民間から、村瀬長官が就任  

8月  

○内閣官房長官主宰の「社会保険庁の在り方に関する有識  

者会議」（座長：金子晃慶應義塾大学名誉教授）設置  

9月  （H16．8月～H17．5月）  

疑で逮捕  H16．8初会合  

H17．5社会保険庁改革の在り方について最終とりま  
とめ公表  

○社会保険庁の事業運営について速やかに変えるべく、緊  

急対応プログラム」を策定  

平成17年1月   

報告書」とりまとめ  

・収賄事件の発生を受けた特定の業者への発注  

等に係る調査（HlO年度～H15年度の事案）  

・社会保険庁の大量購入書籍等に関する職員の  

監修料の受け取りに係る調査（Hll年度～H15  

年度の事案）  



不祥事案等の経緯   改革の経緯   

平成17年7月  ○厚生労働大臣主宰の「社会保険新組織の実現に向けた  

有識者会議」（座長：佐藤英善早稲田大学教授）設置  

（H17．7月～H19．4月）  

H17．7初 

H17．12組織改革の在り方についてとりまとめを公表  

H19．4新組織の実現に向けてを公表  

平成18年2月  ○第164回通常国会に「健康保険法等の一部を改正する法  

律案」を提出（全国健康保険協会の設立を含む）  

3月  O「ねんきん事業機構法案」及び「国民年金事業等の運営  

の改善のための国民年金法等の一部を改正する法律案」  

を提出（継続審議）  

5月  

除等の不適正事務処理の問題が取り上げられる  

6月   ・国年保険料の免除等について、H17秋頃から法  

令等に違反する不適正な事務処理が行われて  

いたことが判明  

－H18．5月に社会保険庁における第1次調査報告  

書、H18．6月に第2次調査報告書、H18．8月に第  

3次調査報告書をとりまとめ  

・H18．8月に大臣政務官主宰の「社会保険庁国年  

保険料免除問題に関する検証委員会」における  

報告書のとりまとめ  



不祥事案等の経緯   改革の経緯   

平成18年12月  O「ねんきん事業機構法案」及び「国民年金事業等の運営  

の改善のための国民年金法等の一部を改正する法律案」に  

ついて、審議未了により廃案  

平成19年3月  ○第166回通常国会に「日本年金機構法案」及び「国民年  

金事業等の運営の改善のための国民年金法等の一部を改  

正する法律案」を提出  

5月  

に統合されていない5，000万件の記録等の年金  O「年金記録への新対応策パッケージ」の策定・公表  

記録問題が取り上げられる  

6月   O「年金記録問題への新対応策の進め方」の公表  

○総務省に年金記録問題検証委員会（委員長：松尾邦弘弁  

護士（前検事総長））を設置  

H19．6初 

H19．7中間段階の公表  

H19．10委員会報告を公表  

○総務省に年金記録確認第三者委員会（委員長：梶谷剛  

前日本弁護士連合会会長）を設置  

H19．6初 

H19．7基本方針策定  

※中央のほか、各都道府県単位で設置。  



不祥事案等の経緯   改革の経緯   

平成19年6月  O「日本年金機構法案」及び「国民年金事業等の運営の改  

善のための国民年金法等の一部を改正する法律案」及び  

「年金時効特例法案」可決・成立  

7月  ○政府・与党が「年金記録に対する信穎の回復と新たな年  

金記録管理体制の確立について」を公表  

○総務省に「年金業務・社会保険庁監視等委員会」（委員  

長：葛西敏之東海旅客鉄道株式会社代表取締役会長）を設置  

H19．7初 

意見具申（第一次）  

8月  ○坂野長官が就任  

○内閣官房に「年金業務・組織再生会議」（座長：本田勝彦  

日本たばこ産業株式会社取締役相談役）を設置  

H19．8初 

H19．10中間整理を公表（職員に採用関係）  

H19．12中間整理を公表（外部委託の推進）  

H20．6日本年金機構の当面の業務運営に関する基  

本方針について（最終整理）を公表  

9月  O「年金記録適正化実施工程表」の公表  

12月  ○厚生年金特例法が成立（H19．12施行）   
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不祥事案等の経緯   改革の経緯   

平成20年1月  ○厚生労働大臣のアド′〈イザーとして「年金記録問題作業  

委員」（委員長：磯村元史函館大学客員教授）を任命  

4月  

告書を公表  

6月  O「年金記録問題への対応の今後の道筋」を公表  

7月  ○日本年金機構の当面の業務運営に関する基本計画を閣  

議決定  

○厚生労働大臣直属の「服務調査委員会」（委員長：水嶋  

9月  利夫新日本有限責任監査法人前理事長）を設置  

に係る調査結果について公表   H20．11報告書提出  

H20．12厚生労働大臣が行為者等を告発  

H20．2検察において起訴猶予処分を決定  

10月  O「全国健康保険協会」発足  

○厚生労働大臣主宰の「標準幸艮酬遡及訂正事案等に閲す  

る調査委員会」（委員長：野村修也弁護士）を設置  

H20．11報告書を公表  

11月   O「日本年金機構設立委員会」（委員長：奥田碩トヨタ自動車  

株式会社取締役相談役）を設置  

H20．12採用基準■労働条件決定   
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不祥事案等の経緯   改革の経緯   

平成20年12月  ○標準報酬月額等の遡及訂正事案に関し審議するため、  

「年金記録問題作業委員会」にメンバーを追加する形で、  

「年金記録問題拡大作業委員会」（委員長：磯村元史函館大学  

客員教授）を設置  

O「日本年金機構職員採用審査会」（委員長：岩村正彦東京  

大学大学院法学政治学研究科教授）設置  

平成21年3月  O「年金記録問題のこれまでの取組と今後の道筋」を公表  

5月  ○遅延加算金法が成立  

10月  O「年金記録回復委員会」（委員長：：磯村元史函館大学客  

員教授）を設置  




